旧雨宮邸ギャラリー蔵（有料公園施設）利用案内

■使用可能期間
　４月１日から11月15日まで
■使用料
　２，０００円（１日あたり）
※継続使用期間は３ヵ月を限度とする。
※使用料お支払い後のキャンセルについて、還付は行いませんのでご了承ください。
［軽井沢町都市公園条例の規定による］
■使用可能時間
　９：００～１７：００

■予約・申込み方法
（１）毎年３月１日から受付を開始します。（但し、土・日・祝日の場合は翌平日）
お電話か窓口でご予約ください。ご予約は先着順となります。
　　＜申込み先＞
　　　生涯学習課文化振興係　TEL：0267-45-8695
　　　長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2353-1（軽井沢町中央公民館内）
　　　※受付時間は、8：30～17：15（平日のみ）です。
　　　※複数の候補日を仮予約することは避け、日程を決めてから仮予約をするように
してください。
　　　　　　　　　　⇩
（２）予約完了後に、「有料公園施設使用許可申請書」を提出してください。
　　　　　　　　　　⇩
（３）後日、「有料公園施設使用許可書」及び使用料の「納付書」を郵送します。期限までにお支払いください。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]　　※金融機関によっては納付書が使用できない可能性があります。
    ※納付書による払い込みではなく、銀行振り込みをご希望の場合はお申し出ください。
　
■当日の使用方法　　　　　　
（１）使用日当日は、「軽井沢町歴史民俗資料館」（開館時間9：00～17：00、月曜休館、7/15～
10/31は無休）で鍵を借り、施設を使用してください。
　　　　　　　　　　⇩
（２）使用後は、必ず17時までに「軽井沢町歴史民俗資料館」（0267ー42－6334）へ鍵を返却してください。
　　※複数日を予約している場合も、その都度鍵を返却してください。
　　※「軽井沢町歴史民俗資料館」の休館日は、「軽井沢町中央公民館内生涯学習課」にて鍵の
貸借を行います。
■その他
・準備から片付け、備品の搬出入がある場合は、それらも含めた期間で予約してください。
　　例）４月３日に備品を搬入して、４月４日～４月15日まで使用し、４月16日に片づける
　→　４月３日～４月16日で予約をしてください。
　・使用後は清掃を行い、備品等を整理整とんしてください。

◇使用の制限◇
以下に該当する場合、ご利用をお断りする場合があります。
・使用許可申請書に記載された目的と異なる内容で使用する場合
・その他、施設を使用することが不適当であると判断した場合

◇禁止事項◇
・使用許可の承諾無しの譲渡、転貸 
・危険物、重量物等の持ち込み
・敷地内での火気使用・喫煙
・壁・床・梁などへの金具・釘等の取り付け
・その他設備の破損・汚損の恐れがある行為

◇注意事項◇
・看板等屋外広告物を設置する場合やイベント等を開催する場合は予め軽井沢町役場環境課窓口にお問い合わせください。【軽井沢町役場環境課：0267-45-8556】
・外壁に設置する看板等は、設置可能なサイズが決まっています。掲示する際は壁にある既存の金具を使用してください。
・当施設の構造物、設備、備品を汚損、毀損し、または紛失された場合は、直ちに報告の上その損害を賠償していただきます。 
・照明、機材等持ち込む場合は事前に必ずご連絡をいただき、申請書にも記載をお願いいたします。
・販売行為や配布行為、募金活動や署名活動等を行う場合は別途許可が必要となります。軽井沢町役場地域整備課窓口までお問い合わせください。【軽井沢町役場地域整備課：0267-45-8582】
・使用終了後は速やかに原状回復をしてください。
・鍵の管理には十分注意してください。

◇免責事項◇
以下の項目に該当する場合、当施設ではその責任を負うことができないため、ご了承ください。
・天災、火災、その他不可抗力により当施設の利用が困難になった場合のその利用に際する一切の
損害。 
・利用者が上記の「使用の制限」または「禁止事項・注意事項」に違反したため、当施設の利用が不可能となったことによって生じた一切の損害。 
・利用者および第三者の所有物や現金などの貴重品、その他これらに類する物の盗難・毀損等による一切の被害。 
・駐車場での盗難・事故等。
